
 

 

被 災 者 生 活 再 建 支 援 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 新 旧 対 照 条 文 

○ 被 災 者 生 活 再 建 支 援 法 （ 平 成 十 年 法 律 第 六 十 六 号 ） （ 抄 ）                          （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

         改   正   案                     現      行           

（ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 法 律 は 、 自 然 災 害 に よ り そ の 生 活 基 盤 に 著 し い 被 害 を 受

け た 者 に 対 し 、 都 道 府 県 が 相 互 扶 助 の 観 点 か ら 拠 出 し た 基 金 を 活 用

し て 被 災 者 生 活 再 建 支 援 金 を 支 給 す る た め の 措 置 を 定 め る こ と に

よ り 、 そ の 生 活 の 再 建 を 支 援 し 、 も っ て 住 民 の 生 活 の 安 定 と 被 災 地

の 速 や か な 復 興 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。 

 

 

（ 定 義 ） 

第 二 条 (略) 

 一  (略) 

二 被 災 世 帯 政 令 で 定 め る 自 然 災 害 に よ り 被 害 を 受 け た 世 帯 で

あ っ て 次 に 掲 げ る も の を い う 。 

 

イ 当 該 自 然 災 害 に よ り そ の 居 住 す る 住 宅 が 全 壊 し た 世 帯 

 （ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 法 律 は 、 自 然 災 害 に よ り そ の 生 活 基 盤 に 著 し い 被 害 を 受

け た 者 で あ っ て 経 済 的 理 由 等 に よ っ て 自 立 し て 生 活 を 再 建 す る こ

と が 困 難 な も の に 対 し 、 都 道 府 県 が 相 互 扶 助 の 観 点 か ら 拠 出 し た 基

金 を 活 用 し て 被 災 者 生 活 再 建 支 援 金 を 支 給 す る た め の 措 置 を 定 め

る こ と に よ り 、 そ の 自 立 し た 生 活 の 開 始 を 支 援 す る こ と を 目 的 と す

る 。 

 

（ 定 義 ） 

第 二 条 (略) 

 一  (略) 

 二 被 災 世 帯 政 令 で 定 め る 自 然 災 害 に よ り 、 そ の 居 住 す る 住 宅 が

全 壊 し た 世 帯 そ の 他 こ れ に 準 ず る 程 度 の 被 害 を 受 け た と 認 め ら

れ る 世 帯 と し て 政 令 で 定 め る も の を い う 。 
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ロ 当 該 自 然 災 害 に よ り そ の 居 住 す る 住 宅 が 半 壊 し 、 又 は そ の 居

住 す る 住 宅 の 敷 地 に 被 害 が 生 じ 、 当 該 住 宅 の 倒 壊 に よ る 危 険 を 防

止 す る た め 必 要 が あ る こ と 、 当 該 住 宅 に 居 住 す る た め に 必 要 な 補

修 費 等 が 著 し く 高 額 と な る こ と そ の 他 こ れ ら に 準 ず る や む を 得

な い 事 由 に よ り 、 当 該 住 宅 を 解 体 し 、 又 は 解 体 さ れ る に 至 っ た 世

帯 

ハ 当 該 自 然 災 害 に よ り 火 砕 流 等 に よ る 被 害 が 発 生 す る 危 険 な

状 況 が 継 続 す る こ と そ の 他 の 事 由 に よ り 、 そ の 居 住 す る 住 宅 が 居

住 不 能 の も の と な り 、 か つ 、 そ の 状 態 が 長 期 に わ た り 継 続 す る こ

-
 2
 -と が 見 込 ま れ る 世 帯 

ニ 当 該 自 然 災 害 に よ り そ の 居 住 す る 住 宅 が 半 壊 し 、 基 礎 、 基 礎

ぐ い 、 壁 、 柱 等 で あ っ て 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 と し て 政 令 で 定 め

る も の の 補 修 を 含 む 大 規 模 な 補 修 を 行 わ な け れ ば 当 該 住 宅 に 居

住 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 世 帯 （ ロ 及 び ハ に 掲 げ る 世

帯 を 除 く 。 次 条 に お い て 「 大 規 模 半 壊 世 帯 」 と い う 。 ） 

 

（ 被 災 者 生 活 再 建 支 援 金 の 支 給 ） 

第 三 条 都 道 府 県 は 、 当 該 都 道 府 県 の 区 域 内 に お い て 被 災 世 帯 と な っ

た 世 帯 の 世 帯 主 に 対 し 、 当 該 世 帯 主 の 申 請 に 基 づ き 、 被 災 者 生 活 再

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（ 被 災 者 生 活 再 建 支 援 金 の 支 給 ） 

第 三 条 都 道 府 県 は 、 当 該 都 道 府 県 の 区 域 内 に お い て 被 災 世 帯 と な っ

た 世 帯 の う ち 次 の 各 号 に 掲 げ る も の の 世 帯 主 に 対 し 、 自 立 し た 生 活

 



 

 

建 支 援 金 （ 以 下 「 支 援 金 」 と い う 。 ） の 支 給 を 行 う も の と す る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 被 災 世 帯 （ 被 災 世 帯 で あ っ て 自 然 災 害 の 発 生 時 に お い て そ の 属 す
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る 者 の 数 が 一 で あ る 世 帯 （ 第 五 項 に お い て 「 単 数 世 帯 」 と い う 。 ） を

除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 世 帯 主 に 対 す る 支 援 金 の 額 は 、

百 万 円 （ 大 規 模 半 壊 世 帯 に あ っ て は 、 五 十 万 円 ） に 、 当 該 被 災 世 帯 が

次 の 各 号 に 掲 げ る 世 帯 で あ る と き は 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 加 え た 額

と す る 。 

一 そ の 居 住 す る 住 宅 を 建 設 し 、 又 は 購 入 す る 世 帯 二 百 万 円 

二 そ の 居 住 す る 住 宅 を 補 修 す る 世 帯 百 万 円 

を 開 始 す る た め に 必 要 な 経 費 と し て 政 令 で 定 め る も の に 充 て る も

の と し て 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 超 え な い 額 の 被 災 者 生 活 再 建 支 援

金 （ 以 下 「 支 援 金 」 と い う 。 ） の 支 給 を 行 う も の と す る 。 

一 当 該 世 帯 に 属 す る 者 の 内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し

た 収 入 の 合 計 額 （ 次 号 に お い て 「 収 入 合 計 額 」 と い う 。 ） が 五 百 万

円 以 下 で あ る 世 帯 三 百 万 円 

 二 収 入 合 計 額 が 五 百 万 円 を 超 え 八 百 万 円 以 下 で あ る 世 帯 で あ っ

て 、 そ の 世 帯 主 の 年 齢 が 六 十 歳 以 上 で あ る も の （ 収 入 合 計 額 が 五

百 万 円 を 超 え 七 百 万 円 以 下 で あ る 世 帯 に あ っ て は 、 そ の 世 帯 主 の

年 齢 が 四 十 五 歳 以 上 六 十 歳 未 満 で あ る 世 帯 を 含 む 。 ） 又 は 内 閣 府

令 で 定 め る 要 援 護 世 帯 で あ る も の 百 五 十 万 円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

三 そ の 居 住 す る 住 宅 （ 公 営 住 宅 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 九 十 三

号 ） 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 公 営 住 宅 を 除 く 。 ） を 賃 借 す る 世 帯 

五 十 万 円 

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 被 災 世 帯 が 、 同 一 の 自 然 災 害 に よ り 同

項 各 号 の う ち 二 以 上 に 該 当 す る と き の 当 該 世 帯 の 世 帯 主 に 対 す る 支

援 金 の 額 は 、 百 万 円 （ 大 規 模 半 壊 世 帯 に あ っ て は 、 五 十 万 円 ） に 当 該

各 号 に 定 め る 額 の う ち も 高 い も の を 加 え た 額 と す る 。 

４ 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 前 条 第 二 号 ハ に 該 当 す る 被 災 世 帯 で

あ っ て 政 令 で 定 め る 世 帯 の 世 帯 主 に 対 す る 支 援 金 の 額 は 、 三 百 万 円 を
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 -超 え な い 範 囲 内 で 政 令 で 定 め る 額 と す る 。 

５ 単 数 世 帯 の 世 帯 主 に 対 す る 支 援 金 の 額 に つ い て は 、 前 三 項 の 規 定

を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 項 及 び 第 三 項 中 「 百 万 円 」 と あ

る の は 「 七 十 五 万 円 」 と 、 「 五 十 万 円 」 と あ る の は 「 三 十 七 万 五 千 円 」

と 、 第 二 項 中 「 二 百 万 円 」 と あ る の は 「 百 五 十 万 円 」 と 、 前 項 中 「 三

百 万 円 」 と あ る の は 「 二 百 二 十 五 万 円 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

  

政 令 へ の 委 任 ） 

第 期 間 、 支 給 方 法

（
五 条 支 援 金 の 申 請 そ の 他 支 援 金 の 支 給 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 政 令 で 定 め る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 政 令 へ の 委 任 ） 

第 五 条 支 援 金 の 額 の 算 定 基 準 そ の 他 支 援 金 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事
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（ 業 務 ） 

第 法 人 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う も の と す る 。 七 条 支 援

一 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 支 援 金 を 支 給 す る 都 道 府 県 （ 第 四 条

二
第 一 項 の 規 定 に よ り 支 援 金 の 支 給 に 関 す る 事 務 の 全 部 を 支 援 法

人 に 委 託 し た 都 道 府 県 を 除 く 。 ） に 対 し 、 当 該 都 道 府 県 が 支 給 す

る 支 援 金 の 額 に 相 当 す る 額 の 交 付 を 行 う こ と 。 

・ 三 （ 略 ） 

項 は 、 政 令 で 定 め る 。 

 

（ 業 務 ） 

第 七 条 支 援 法 人 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う も の と す る 。 

一 第 三 条 の 規 定 に よ り 支 援 金 を 支 給 す る 都 道 府 県 （ 第 四 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 支 援 金 の 支 給 に 関 す る 事 務 の 全 部 を 支 援 法 人 に 委

託 し た 都 道 府 県 を 除 く 。 ） に 対 し 、 当 該 都 道 府 県 が 支 給 す る 支 援

金 の 額 に 相 当 す る 額 の 交 付 を 行 う こ と 。 

二 ・ 三 （ 略 ） 
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○ 内 閣 府 設 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 八 十 九 号 ）                                （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

         改   正   案                     現      行           

（ 所 掌 事 務 ）  

第 四 条  （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

３ 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 内 閣 府 は 、 前 条 第 二 項 の 任 務 を 達 成

す る た め 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

一 ～ 十 （ 略 ） 

十 一  被 災 者 生 活 再 建 支 援 金 （ 被 災 者 生 活 再 建 支 援 法 （ 平 成 十 年

法 律 第 六 十 六 号 ） 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る も の を い う 。 ） の 支

給 に 関 す る こ と 。 

十 二 ～ 六 十 一 （ 略 ） 

（ 所 掌 事 務 ）  

第 四 条  （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

３ 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 内 閣 府 は 、 前 条 第 二 項 の 任 務 を 達 成

す る た め 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

一 ～ 十 （ 略 ） 

十 一  被 災 者 生 活 再 建 支 援 金 （ 被 災 者 生 活 再 建 支 援 法 （ 平 成 十 年

法 律 第 六 十 六 号 ） 第 三 条 に 規 定 す る も の を い う 。 ） の 支 給 に 関

す る こ と 。 

十 二 ～ 六 十 一 （ 略 ） 

 

 

 


